
 

 

堺市立のびやか健康館の利用料金の還付に関する取扱基準 

 

 本基準は、堺市立のびやか健康館条例（平成３０年条例第５３号）第２３条第７項の規定

に基づき、堺市立のびやか健康館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の指定管

理者における還付に関する取扱いについて必要な事項を定める。 

 

１ 屋内フリーコート、グラウンド又はバーベキュー施設の利用料金を還付することがで

きる場合及びその額は、次のとおりとする。 

（１）天災地変その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくな

った場合 既納の利用料金の全額 

（２）利用者が、利用しようとする日前３日までに使用の許可の取消しを受けた場合  

既納の利用料金の全額 

 

２ 研修室の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。 

（１）天災地変その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくな

った場合 既納の利用料金の全額 

（２）利用者が、利用しようとする日前７日までに使用の許可の取消しを受けた場合  

既納の利用料金の全額 

 

   附 則（平成３１年１月７日制定） 

この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

別紙３－２ 


